
大阪市芸術・文化団体サポート事業団体登録要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金交付要綱（以下「助成金交

付要綱」）という。）に基づく助成金の交付を受けようとする団体が、あらかじめ大阪市に

登録するにあたっての要件、手続き等について、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（登録の申請要件） 

第２条 登録の申請を行うことができる団体は、次の（１）（２）のいずれかに該当すると

ともに（３）～（１２）のすべてを満たす団体とする。 

（１）公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第 49 号。以

下「認定法」という。）の規定に適合し認定を受けた法人（以下「公益法人」という。）た

だし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18年第 48号。）に基づき設立

された法人のうち法人税法（昭和 40 年第 34 号。）第２条第９号の２に該当する法人で、

理事会等において、２年以内に公益法人への移行を意思決定している場合を含む。 

（２）特定非営利活動促進法（平成 10年法律第 7号。以下「ＮＰＯ法」という。）に定める

特定非営利活動法人。 

（３）大阪市内に主たる事務所を有し、大阪市内を拠点として活動していること。 

（４）専ら大阪市芸術文化振興条例（平成 16 年条例第 20 号）第２条第１号及び第２号に

規定する芸術文化での１年以上の芸術活動の実績があること。 

（５）趣味の教室又はカルチャー教室その他これに類するものを主たる活動としている団

体でないこと。 

（６）団体同士の交流又は会員の親睦等限られた範囲を対象とした共益的活動を主たる活

動としている団体でないこと。 

（７）学会・学校教育の一環の活動等学術的な活動を目的とした団体でないこと。 

（８）チャリティー・ボランティア活動を主たる目的とした団体でないこと。 

（９）宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。 

（１０）認定法、ＮＰＯ法及びその他法令に基づく報告等が、所轄庁又は行政庁に対して適

切に行われていること。 

（１１）市税及びその他の租税を滞納していないこと。 

（１２）暴力団員による不当な防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条第 6号

に規定する暴力団員が構成する団体又は暴力団、その構成員もしくは大阪市暴力団排

除条例第 2条第 3項に規定する暴力団密接関係者の統制下にある団体でないこと。 

 

 

 



（登録の申請） 

第３条 登録を希望する団体は、大阪市芸術・文化団体サポート事業団体登録申請書（様式

１号）に、団体の概要書（様式２号）等市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出し

なければならない。 

 

（登録の決定） 

第４条 前条の申請に対し、大阪府市文化振興会議アーツカウンシル部会において意見を

聴取したうえで、第２条に規定する要件に適合すると認められるときは、助成金交付要綱

に基づく助成金の交付対象団体として市長が登録の決定をし、団体の概要書（様式２号）

を公開するものとする。 

 

（登録の通知） 

第５条 市長は、前条の規定により登録をしたときは、大阪市芸術・文化団体サポート事業

団体登録決定通知書（様式３号）により、前条の規定により不適合となり登録しなかった

ときは、大阪市芸術・文化団体サポート事業団体非登録通知書（様式４号）により当該団

体に通知するものとする。 

 

（登録の期間） 

第６条 登録の有効期間は、前条の規定による登録の通知のあった日の含まれる年度の

翌々年度末までとする。 

 

（登録の変更） 

第７条 登録を受けた団体（以下「登録団体」という。）は、団体の概要書（様式２号）の

内容に変更があったときは、大阪市芸術・文化団体サポート事業団体登録変更届（様式５

号）に変更後の団体の概要書（様式２号）その他変更後の書類を添えて、速やかに市長に

届け出なければならない。 

 

（事業報告書の提出） 

第８条 登録団体は、毎年、大阪市芸術・文化団体サポート事業事業報告書等届出書（様  

式第６号）に、当該事業年度の事業報告書及び収支計算書を添えて、各団体の事業年度の

最終日から３月以内に市長に提出しなければならない。 

 

（登録の更新） 

第９条 第６条の規定による登録の期間満了後、引き続き登録を受けようとする団体は、 

大阪市芸術・文化団体サポート事業団体登録更新申請書（様式７号）に、団体の概要書（様

式２号）等市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 



（登録の取消し） 

第１０条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を

取り消すことができる。登録を取り消したときは、大阪市芸術・文化団体サポート事業団

体取消通知書（様式８号）により当該団体に通知するものとする。 

（１） 第２条に規定する要件を失ったとき 

（２） 偽りその他不正の手段により登録を受けたと判明したとき 

（３） 第８条の書類を提出しないとき 

（４） 当該登録団体から登録抹消の申し出があったとき 

（５） そのほか市長が必要があると認めたとき 

 

（調査） 

第１１条 市長は、第３条の規定による申請を行った団体又は登録団体に対して、当該団体

の承諾を得て、第４条の規定による登録の適否の決定又は前条の登録の取消しに関して

必要な調査を行うことができる。 

 

（情報公開） 

第１２条 市長及び登録団体は、登録団体の活動について、ホームページ等において広く周

知するものとする。 

 

（委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、団体の登録に関し必要な事項は、経済戦略局長が

定める。 

  

 

 附則 この要綱は、平成２７年３月２６日から施行する。 

附則 この要綱は、令和３年３月３１日から施行する。 

 

 

 


